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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信ネットワークにおいてホームネットワークのディレクトリ番号を第２ネット
ワークへ伝達する方法であって、以下のステップを含むことを特徴とする方法：
　ユーザを前記ホームネットワークの呼出側が呼出すステップであって、前記ユーザの前
記ホームネットワークのディレクトリ番号が前記第２ネットワークへ伝達され；
　前記通話を訪問先移動体スイッチングセンター（ＶＭＳＣ）Ａへ回送するステップ；
　ローミング番号を引出すための回送情報の送信リクエスト（ＳＲＩ　ＲＥＱ）メッセー
ジを、前記ＶＭＳＣ　Ａによって前記ユーザのホーム位置レジスタ（ＨＬＲ）へ送信する
ステップであって、前記ユーザの前記ホームネットワークの前記ディレクトリ番号が前記
第２ネットワークへ伝達され；
　ローミング番号の供給リクエスト（ＰＲＮ　ＲＥＱ）メッセージを、前記ユーザの前記
ＨＬＲによってゲートウエイ移動体サービスセンター（ＧＭＳＣ）Ａへ送信するステップ
であって、前記ユーザの前記ホームネットワークの前記ディレクトリ番号は前記第２ネッ
トワークへ伝達され；
　前記受信されたＰＲＮ　ＲＥＱメッセージを前記ＧＭＳＣ　Ａによって判定して、番号
ポータビリティデータベース＋（ＮＰＤＢ＋）へのインテリジェントサービスを起動する
ステップ；
　前記ホームネットワークの前記ディレクトリ番号が前記第２ネットワークへ伝達される
前記ユーザを前記ＮＰＤＢ＋によって決定することにより、前記ユーザは本当に前記ホー
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ムネットワークディレクトリ番号が前記第２ネットワークへ伝達されるユーザであるか否
かを判定するステップであって、前記決定が肯定である場合には仮想ローミング番号が割
当てられて、ＣＯＮＮＥＣＴメッセージで前記ＧＭＳＣ　Ａへ返送され；前記決定が否定
である場合には、エラーコードが前記ＧＭＳＣ　Ａへ戻し返送され；
　前記仮想ローミング番号を、前記ＧＭＳＣ　Ａによって前記ＨＬＲへローミング番号の
供給レスポンス（ＰＲＮ　ＲＳＰ）メッセージで返送するステップ；
　前記仮想ローミング番号を、前記ＨＬＲによって前記ＶＭＳＣ　Ａへ回送情報の送信ア
クノウレッジ（ＳＲＩ　ＡＣＫ）メッセージで返送するステップ；
　前記仮想ローミング番号を前記ＶＭＳＣ　Ａによって解析し、そして前記通話を前記ホ
ームネットワークの従前のＧＭＳＣ　Ｂへ回送するステップ；
　回送された番号に基づき、前記ＧＭＳＣ　Ｂによって前記通話を第２ネットワークのＧ
ＭＳＣ　Ｃへ回送するステップ；および、
　現在加入するネットワークを、前記ホームネットワークディレクトリ番号が前記第２ネ
ットワークへ伝達される前記ユーザのために、前記ホームネットワークによって確定する
ステップ。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、
　前記ホームネットワークの前記呼出側は前記ホームネットワークの移動体ユーザであり
、前記呼出側は、呼出側端末センターで番号ポータビリティ（ＮＰ）アウト・ユーザのた
めのローミング番号を引出す操作を実行することを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、
　前記ホームネットワークの前記呼出側は前記ホームネットワークの位置固定ユーザであ
り、前記呼出側は前記ホームネットワークの前記ゲートウエイでＮＰアウト・ユーザのた
めのローミング番号を引出す操作を実行することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１の方法であって、
　前記仮想ローミング番号は回送番号（ＲＮ）＋移動体ステーションＩＳＤＮ番号（ＭＳ
ＩＳＤＮ）の形式であることを特徴とする方法。
【請求項５】
　移動体通信ネットワークにおいて第２ネットワークのディレクトリ番号をホームネット
ワークへ伝達する方法であって、以下のステップを含むことを特徴とする方法：
　ユーザを前記ホームネットワークの呼出側によって呼出すステップであって、前記第２
ネットワークのディレクトリ番号は前記ホームネットワークへ伝達され；
　ローミング番号を引出すためのＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを、前記第２ネットワークの
全てのユーザのために、前記ＶＭＳＣ　ＡによってＮＰＤＢ＋へ送信するステップ；
　前記通話をＧＭＳＣ　Ａによって回送するステップ；
　ローミング番号を引出すためのＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを、前記第２ネットワークの
前記ユーザのために、前記ＧＭＳＣＡによって前記ＮＰＤＢ＋へ送信するステップ；
　前記ＮＰＤＢ＋が前記ＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを受信した後に、前記メッセージを、
内部インタフェースを経由して内部番号ポータビリティＨＬＲ（ＮＰＨＬＲ）機能モジュ
ールへ中継するステップ；
　前記ローミング番号を引出すためのＰＲＮ　ＲＥＱ操作を、前記内部ＮＰＨＬＲ機能モ
ジュールによって前記ホームネットワークのＶＭＳＣへ送信し、そして前記操作の結果を
、正規のＳＲＩ　ＡＣＫメッセージによって前記ＧＭＳＣ　Ａへ返送するステップ；およ
び、
　前記返送されたローミング番号／回送番号に基づき、前記通話を、前記ＧＭＳＣ　Ａに
よってＶＭＳＣ　Ｂ／第２ネットワークのＧＭＳＣ　Ｂへ回送するステップ。
【請求項６】
　請求項５の方法であって、
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　前記ＮＰＨＬＲ機能モジュールがローミング番号を引出すための前記ＰＲＮ　ＲＥＱ操
作を、前記ホームネットワークのＧＭＳＣへ送信した後に、前記方法は更に以下のステッ
プを含むことを特徴とする方法：
　前記ユーザの回線番号が存在する場合、前記ユーザが前記ホームネットワークの前記デ
ィレクトリ番号が前記第２ネットワークへ伝達されるユーザであることを指し示すステッ
プ；および、前記ユーザの回線番号が存在しない場合、前記ユーザが前記第２ネットワー
クのユーザであることを指し示し、そして問合せを、前記ＮＰＨＬＲによって内部インタ
フェースを経由して前記ＮＰＤＢへ送信するステップ；前記ユーザが現在加入するネット
ワークを前記ＮＰＤＢにより決定し、そして前記回送番号を前記ＮＰＨＬＲへ返送し、よ
って前記断定的操作の前記ローミング番号または前記断定的でない操作の前記回送番号を
取得するステップ。
【請求項７】
　請求項６の方法であって、
　前記ＮＰＨＬＲによって前記ＮＰＤＢへ送信される前記問合せは、前記ＮＰＤＢと前記
ＮＰＨＬＲの前記内部インタフェースを経由して実行できることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は移動体通信の方法に関する。詳細には、本発明は移動体通信における番号ポータ
ビリティ（ＮＰ）を実施する方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）とは、ネットワークがユーザへ提供する機能のこと
であり、元のＭＳＩＳＤＮ番号を移動体ユーザが変更できるようにすることではなくて、
同一国内で加入ネットワークを移動体ユーザが変更できるようにする。移動体番号ポータ
ビリティ（ＭＮＰ）の実現は、ユーザの利益を保護し、公正な競争を促し、ネットワーク
効率を向上させるとともに、関連コストを削減する。
【０００３】
一般に、移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）を実現する方式は３種類ある。すなわち、
インテリジェントネットワーク方式、ＳＴＰ（信号転送点）モードを使用してＭＮＰ＿Ｓ
ＴＰ（移動体番号ポータビリティの信号転送点）を実現する信号中継方式、およびフォワ
ード転送方式である。インテリジェントネットワーク方式とフォワード転送方式は、音声
サービスの移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）を解決するために使用され、ＭＮＰ＿Ｓ
ＴＰ信号中継方式は、音声サービスと非音声サービスの移動体番号ポータビリティ（ＭＮ
Ｐ）を解決するために使用される。運用エージェントが使用するネットワークの物理的要
件および条件により、これらの方式の実施細部は異なる。インテリジェントネットワーク
およびＭＮＰ＿ＳＴＰ信号中継によって移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）を実現する
ための原理は＜＜ＥＳＴＩ　ＧＳＭ　０３．６６＞＞に導入されている。しかし、移動体
番号ポータビリティ（ＭＮＰ）を実現するための方式は具体的に明示されてはいない。従
って、インテリジェントネットワーク技術に基づき、かつインテリジェントネットワーク
に実装されて、移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）を実現する方法に対するニーズがあ
る。かかる方法は、関連する既知のプロトコルのいずれも言及したことはなく、またＭＮ
Ｐを開発した運用エージェントのいずれも採用するに至っていない。
【０００４】
既に大規模なネットワークと多数のユーザを抱える移動体ネットワークを対象に、移動体
番号ポータビリティ（ＭＮＰ）のサービス実現にとって、上記３種類の方式が持つ欠点は
およそ以下の通りである。
【０００５】
（１）ＭＮＰ＿ＳＴＰ信号中継方式を採用する場合の欠点：
１．信号ネットワークを再構築する必要がある。直接リンクを、それらが直接的に接続さ
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れないモードへ変更する必要があるが、それによって従前のネットワークへ著しい影響を
及ぼす。
【０００６】
２．移動体サービスが呼出されるたびに、たとえ初期期間にユーザが少数であっても、そ
れはＭＮＰ＿ＳＴＰを通過するかもしれない。
【０００７】
３．それが＜＜ＥＳＴＩ　ＧＳＭ　０３．６６＞＞に導入した方式に基づく場合、運用エ
ージェント間の相互作用の実現が必要となる。
【０００８】
（２）＜＜ＥＳＴＩ　ＧＳＭ　０３．６６＞＞規格に導入されたインテリジェントネット
ワーク方式を採用する場合の欠点：
１．ネットワーク全体の、訪問先移動体サービスセンター（ＶＭＳＣ）とゲートウエイ移
動体サービスセンター（ＧＭＳＣ）から成る装置に対して、ソフトウエアを頻繁にアップ
グレードする必要がある。
【０００９】
２．音声サービスの移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）だけを解決できる。非音声サー
ビスの移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）サービスを解決できない。
【００１０】
（３）フォワード転送方式の欠点：
１．フォワード転送方式が導入する通話一覧は、訪問先移動体サービスセンター（ＶＭＳ
Ｃ）およびゲートウエイ移動体サービスセンター（ＧＭＳＣ）で作成できる。しかし、通
話一覧は料金を計量するすなわち計算するために使用することができない。また、計量セ
ンターによって通話一覧を確認および／または削除することが必要になるかもしれない。
従って、運用システムはこの種の操作を管理する必要がある。
【００１１】
２．故障の影響は呼出側のサービスを損ない、呼出されているユーザのフォワード転送サ
ービスを損なう。
【００１２】
【発明の概要】
上記方式の欠点に着目し、本発明の技術方式は、従来の複数の移動体ネットワーク標準の
信号フローを利用することによって移動体番号ポータビリティ（ＭＮＰ）を実現する方法
を提供する。これらの技術を利用することによって、従来のネットワークの主要装置、例
えば、訪問先ＭＳＣ（ＶＭＳＣ）、ゲートウエイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）、およびホーム位置
レジスタ（ＨＬＲ）などへの改変が何ら必要なく、ＮＰＤＢとＮＰＨＬＲの組合せとして
の機能を果たすＮＰＤＢ＋（番号ポータビリティデータベース＋）装置だけが必要となり
、これが追加される。音声サービスのＭＮＰはこの方式によって解決されることができる
一方、ＮＰＤＢ＋の機能が非音声サービスへ拡張される場合は、非音声サービスのＭＮＰ
も解決できる。この方法では、元のネットワークから他方のネットワークへのユーザの番
号ポータビリティは、番号区分が他方のネットワークに所属する他方のネットワークのユ
ーザ間で番号ポータビリティ・アウト（ＮＰ　ｏｕｔ）ユーザになることが可能である。
また、この方法は仮想ローミング（徘徊）番号を割当てて、ユーザの番号ポータビリティ
（ＮＰ）の状況を識別し、それとは別に、他方のネットワークからホームネットワークへ
のユーザの番号ポータビリティは、ホームネットワークのユーザ間で番号ポータビリティ
・イン（ＮＰ　ｉｎ）ユーザとなることが可能である。ホームネットワークへ加入するＭ
ＮＰ移動体ユーザのデータを格納して、それに関連する機能を果たすために、ＮＰＤＢ＋
装置が新たに構築される。
【００１３】
　ホームネットワークから第２ネットワークへの、ユーザの番号ポータビリティを実施す
る方法は以下のステップを含む：
　ユーザをホームネットワークの呼出側が呼出すステップであって、ユーザのホームネッ
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トワークのディレクトリ番号が前記第２ネットワークへ伝達され；
　通話をＶＭＳＣＡへ回送するステップ；
　ローミング（徘徊）番号を引出すためのＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを、ＶＭＳＣＡによ
ってユーザのＨＬＲへ送信するステップであって、ユーザのホームネットワークのディレ
クトリ番号が第２ネットワークへ伝達され；
　ＰＲＮ　ＲＥＱメッセージを、ユーザのＨＬＲによってＧＭＳＣＡへ送信するステップ
であって、ユーザのホームネットワークのディレクトリ番号は第２ネットワークへ伝達さ
れ；
　受信されたＰＲＮ　ＲＥＱメッセージをＧＭＳＣＡによって判定して、ＮＰＤＢ＋への
インテリジェントサービスを起動するステップ；
　ホームネットワークのディレクトリ番号が第２ネットワークへ伝達されるユーザをＮＰ
ＤＢ＋によって決定することにより、ユーザは本当にそのホームネットワークディレクト
リ番号が第２ネットワークへ伝達されるユーザであるか否かを判定するステップであって
、その決定が肯定である場合には仮想ローミング番号が割当てられてＣＯＮＮＥＣＴメッ
セージでＧＭＳＣＡへ戻され、その決定が否定である場合にはエラーコードがＧＭＳＣＡ
へ戻され；
　仮想ローミング番号を、ＧＭＳＣＡによってＰＲＮ　ＲＳＰメッセージでＨＬＲへ戻す
ステップ；
　仮想ローミング番号を、ＨＬＲによってＧＭＳＣＡへＳＲＩ　ＡＣＫメッセージで戻す
ステップ；
　仮想ローミング番号をＶＭＳＣＡによって解析し、そして通話をホームネットワークの
従前のゲートウエイＭＳＣＢへ回送するステップ；
　回送された番号に基づき、ゲートウエイＭＳＣＢによって通話をゲートウエイＭＳＣＣ
へ回送するステップ；および、
　現在加入するネットワークを、ホームネットワークディレクトリ番号が第２ネットワー
クへ伝達されるユーザのために、ホームネットワークによって確定するステップ。
【００１４】
ホームネットワークのディレクトリ番号を第２ネットワークへ伝達する方法において、ホ
ームネットワークの呼出側はホームネットワークの移動体ユーザであり、呼出側は、呼出
側端末センターでＮＰアウト・ユーザのためのローミング番号を引出す操作を実行する。
【００１５】
ホームネットワークのディレクトリ番号を第２ネットワークへ伝達する方法において、ホ
ームネットワークの呼出側はホームネットワークの位置固定ユーザであり、呼出側はホー
ムネットワークのゲートウエイでＮＰアウト・ユーザのローミング番号を引出す操作を実
施する。
【００１６】
ホームネットワークのディレクトリ番号を第２ネットワークへ伝達する方法において、仮
想ローミング番号はＲＮ＋ＭＳＩＳＤＮの形式である。
【００１７】
第２ネットワークのディレクトリ番号をホームネットワークへ伝達する方法であって、以
下のステップを含む：
ユーザをホームネットワークの呼出側によって呼出すステップであって、第２ネットワー
クのディレクトリ番号はホームネットワークへ伝達され；
通話をＶＭＳＣＡへ回送するステップ；
ローミング番号を引出すためのＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを、第２ネットワークのユーザ
のために、ＶＭＳＣＡによってＮＰＤＢ＋へ送信するステップ；
通話をＢＭＳＣＡによってＧＭＳＣＡへ回送するステップ；
ローミング番号を引出すためのＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを、第２ネットワークのユーザ
のために、ＧＭＳＣＡによってＮＰＤＢ＋へ送信するステップ；
ＮＰＤＢ＋がＳＲＩ　ＲＥＱメッセージを受信した後に、メッセージを、内部インタフェ
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ースを経由して内部ＮＰＨＬＲ機能モジュールへ中継するステップ；
ローミング番号を引出すためのＰＲＮ　ＲＥＱ操作を、内部ＮＰＨＬＲ機能モジュールに
よってホームネットワークのＶＭＳＣへ送信し、そして操作の結果を、正規のＳＲＩ　Ａ
ＣＫメッセージによってＧＭＳＣＡへ戻すステップ；および、
戻されたローミング番号／回送番号に基づき、通話を、ＧＭＳＣＡによってＶＭＳＣＢ／
ＧＭＳＣＢへ回送するステップ。
【００１８】
ホームネットワークのディレクトリ番号を第２ネットワークへ伝達する方法であって、Ｎ
ＰＨＬＲ機能モジュールが、ローミング番号を引出すためのＰＲＮ　ＲＥＱ操作を、ホー
ムネットワークのＢＭＳＣへ送信した後に、更に、以下のステップを含む：
操作が断定的である場合、ユーザはホームネットワークのディレクトリ番号が第２ネット
ワークへ伝達されるユーザであることを指し示すステップ；および、操作が断定的でない
場合、ユーザが第２ネットワークのユーザであることを指し示し、そして問合せを、ＮＰ
ＨＬＲによって内部インタフェースを経由してＮＰＤＢへ送信するステップ；ユーザが現
在加入するネットワークをＮＰＤＢにより決定し、そして回送番号をＮＰＨＬＲへ返送し
、よって断定的操作のローミング番号または断定的でない操作の回送番号を取得するステ
ップ。
【００１９】
ホームネットワークのディレクトリ番号を第２ネットワークへ伝達する方法において、Ｎ
ＰＨＬＲによってＮＰＤＢへ送信される問合せは、ＮＰＤＢとＮＰＨＬＲの内部インタフ
ェースを経由して実行してもよい。
【００２０】
本発明の利点は以下の利点を含む。すなわち、従前のネットワークへの影響が少なくて、
ネットワークの構造の改変を必要としないＧＭＳＣまたはＮＰＤＢ＋の改変に集中できる
こと；ＮＰＤＢ＋のデータを格納するために分散技術を使用していて、データベースの信
頼性が高いので遠回りの音声回路がこの方式には無く、かつネットワーク間での計量が容
易であること；新たに追加されるＮＰＤＢ＋は従前のネットワークへの上載せであるので
、早期の期間中でユーザが少ないときに少量の構築だけが必要とされ、ネットワーク容量
の拡張は、ＭＮＰサービスの進展状態に基づいて装置を部分的に追加することにより完了
できること；ネットワークの拡張性は卓越しており、殊に、非常に大規模な従前のネット
ワークを保有する移動体運用エージェントにとって好適であること。
【００２１】
ＭＮＰ＿ＳＴＰ信号法の中継モードに比較すると、ＭＮＰユーザ番号は、運用エージェン
トに所属する位置レジスタに支配されるが、それでもユーザデータはＨＬＲに格納される
。
【００２２】
番号ポータビリティのサービスは、本発明の方法を採用することによって実現される。ホ
ームネットワークのＮＰアウト・ユーザに関しては、ホームネットワークの呼出側がＮＰ
アウト・ユーザを呼出すとき、ホームネットワークのＮＰアウト・ユーザが現在加入する
ネットワークはホームネットワーク内で判定されるべきであり、通話は正しくネットワー
クへ回送できる。ホームネットワークのＮＰイン・ユーザに関しては、ホームネットワー
クの呼出側がＮＰイン・ユーザを呼出すとき、通話は、ネットワークに所属するユーザの
番号領域までの遠回りの経路をたどるべきではなく、音声回路の接続はホームネットワー
ク内で行われるべきである。ホームネットワークのＮＰイン・ユーザが呼出されるとき、
本発明の方法を採用することによって２つの編成モードの呼出経路ができる。第１モード
では、移動体端末センターがそのネットワーク番号コード領域のＳＣＣＰ回送データを作
成することを回避するために、ユーザが既にＮＰインであるか否かを、ホームネットワー
クの移動体端末センターが判定する必要はなく、必要なことは、新たに構築されたＧＭＳ
Ｃ（ＮＰ＿ＧＭＳＣ）へ処理のために通話を回送することだけである。第２モードでは、
移動体端末センターがそのネットワーク番号コード領域のＳＣＣＰ回送データを直接的に
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作成し、回送情報を引出すための呼出しメッセージがＮＰＤＢ＋へ直接的に送られ、そし
てユーザの正しい回送情報が、ＮＰＤＢ＋によって、応答メッセージで戻される。ユーザ
がＮＰイン・ユーザである場合は、ホームネットワークのローミング番号が戻される。ユ
ーザがＮＰイン・ユーザでない場合は、通過ネットワーク番号が伝達される被呼出移動体
ユーザの番号が戻される。第２ネットワークからホームネットワークまでの、ＮＰイン・
ユーザによるホームネットワークのＧＭＳＣへの影響をマスクするために、ＮＰＤＢ＋は
、標準規格を備える移動体インテリジェントネットワークを基に構築される。
【００２３】
移動体番号ポータビリティを実現するために、本発明で先に記載した仮想ローミング番号
およびＮＰＤＢ＋方式の他に、フォワード転送方式、インテリジェント方式、および、Ｍ
ＮＰ＿ＳＴＰ信号中継方式がある。しかし、後者のこれら３方式は先に説明した欠点を伴
う。言うまでもなく、上記３方式の内容の一部を用いて、ホームネットワークのＮＰアウ
ト・ユーザまたは第２ネットワークのＮＰイン・ユーザの状態を解決してもよい。
【００２４】
本発明が関連する方式は、移動体番号ポータビリティのサービスを、現段階では提案され
てはいない新規な方法で実現することである。その主要な特徴は以下の通りである：
１．ＭＮＰサービス情報は、ローミング番号を引出すための信号フロープロセスにおいて
ＭＳＲＮ（Ｇネットワーク）またはＴＬＤＮ（Ｃネットワーク）のワードフィールドを利
用することによって転送され；
２．ＭＮＰを実施するための信号フロープロセスは、上記各方式で記載したように働き；
３．ＮＰＤＢとＮＰＨＬＲが組込まれ；
４．ＮＰＤＢとＮＰＨＬＲはインタフェース情報を介して通信し；
５．ローミング番号を引出せなかった後は、エラーが返送されない。
【００２５】
【好ましい実施の形態の詳細な説明】
本発明の第１の実施の形態を図１に図解する。この実施の形態は、ホームネットワークの
ディレクトリ番号が第２ネットワークつまり他のネットワークへ伝達されるＮＰアウト・
ユーザを、ホームネットワークユーザが呼出すためのフロープロセス１００を備えている
。すなわち、ホームネットワークのＮＰアウト・ユーザの音声サービスが以下の仮想ロー
ミング番号方式によって実施される。
【００２６】
（Ａ）ホームネットワークの移動体ユーザが、ホームネットワークのディレクトリ番号が
第２ネットワークへ伝達されるＮＰアウト・ユーザを呼出すフロープロセスにおいて、こ
のプロセスが以下の操作を含む：
１．ホームネットワークの移動体ユーザＡが、ホームネットワークの元の移動体ユーザＢ
（ＮＰアウト）を呼出すための通話を発動し、その通話がＶＭＳＣＡへ回送され；
２．ローミング番号を引出すためのＳＲＩ　ＲＥＱメッセージがＶＭＳＣＡによってユー
ザＢに所属するＨＬＲへ送信され；
３．ＰＲＮ　ＲＥＱメッセージ（ユーザのＩＭＳＩ番号）が、ユーザＢに所属するＨＬＲ
によってＧＭＳＣＡへ送信される（ユーザがＮＰサービスを取扱うとき、ユーザデータが
ＧＭＳＣＡに格納され、そして位置更新が、（ＶＬＲをシミュレートする）ＧＭＳＣＡに
よって、ユーザＢに所属するＨＬＲへ送信され、ＧＭＳＣＡの番号はＨＬＲに格納される
）；
４．受信されたＰＲＮ　ＲＥＱメッセージはＧＭＳＣＡによって決定されて、インテリジ
ェントサービスがＮＰＤＢ＋に対して起動され（ＩＤＰメッセージ）；
５．ユーザＢがＮＰアウト・ユーザであるか否かがＮＰＤＢ＋によって決定され、そうで
ある場合は、仮想ローミング番号が（ＲＮ＋ＭＳＩＳＤＮの形式で）割当てられ、それは
ＣＯＮＮＥＣＴメッセージでＧＭＳＣＡへ返送され、ユーザＢがＮＰアウト・ユーザでな
い場合は、エラーコードがＧＭＳＣＡへ返送され；
６．仮想ローミング番号が、ＧＭＳＣＡによってＨＬＲへＰＲＮ　ＲＳＰメッセージで返
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送され；
７．仮想ローミング番号は、ＨＬＲによってＧＭＳＣＡへＳＲＩ　ＡＣＫメッセージで返
送され；
８．仮想ローミング番号がＶＭＳＣＡによって解析され（解析の結果に基づき）、そして
通話がホームネットワークの現在のゲートウエイＧＭＳＣＢへ回送される。番号の形式は
ＲＮ＋ＭＳＩＳＤＮであり、番号の種類はＭＳＲＮである；
９．通話は、ＧＭＳＣＢによって運用エージェント２のゲートウエイＧＭＳＣＣへＲＮに
基づき回送してもよい。番号の形式はＲＮ＋ＭＳＩＳＤＮＢであり、番号の種類はＭＳＩ
ＳＤＮＢである。
【００２７】
（Ｂ）ホームネットワークのディレクトリ番号が第２ネットワークつまり他のネットワー
クへ伝送されるＮＰアウト・ユーザをホームネットワークの位置固定ユーザが呼出す（こ
の条件は、位置固定ユーザが、第２ネットワークつまり他のネットワークのＮＰイン・ユ
ーザを呼出すのと同じである）。
【００２８】
呼出側がホームネットワークの移動体ユーザである条件の下では、位置固定ユーザがホー
ムネットワークのＮＰアウト・ユーザを呼出す場合と、ホームネットワークの移動体ユー
ザがホームネットワークのＮＰアウト・ユーザを呼出す場合との間のフロープロセスの唯
一の違いは、ローミング番号を引出す操作が呼出側端末で発動できる点である。すなわち
、呼出側がＰＳＴＮである条件の下では、ローミング番号を引出す操作をホームネットワ
ークのゲートウエイで発動できる。
【００２９】
本発明の第２の実施の形態を図２に図解する。この実施の形態は、ホームネットワークの
移動体ユーザが、第２ネットワークつまり他のネットワークのディレクトリ番号がホーム
ネットワークへ伝達されるＮＰイン・ユーザを呼出すフロープロセス２００、およびホー
ムネットワークの移動体ユーザが、第２つまり他のネットワークのディレクトリ番号がホ
ームネットワークへ伝達されないＮＰイン・ユーザを呼出すフロープロセスとを備えてい
る。すなわち：
１．第２ネットワークつまり他のネットワークのユーザＢへのホームネットワークの移動
体ユーザＡによって発動される通話は、ＶＭＳＣＡからＧＭＳＣＡへ回送でき；
２．ローミング番号を引出すＳＲＩ　ＲＥＱメッセージが、第２ネットワークつまり他の
ネットワークのユーザのために、ＧＭＳＣＡによってＮＰＤＢ＋へ送信され；
３／４／５．ＳＲＩ　ＲＥＱメッセージがＮＰＤＢ＋によって受信され、そのメッセージ
は、ＮＰＤＢ＋によって先ず内部ＮＰＨＬＲ機能モジュールへ内部インタフェース経由で
中継され、次に、ユーザがホームネットワークに存在するか否かがＮＰＨＬＲによって決
定され；ユーザが存在する場合は、ホームネットワークのＶＭＳＣＢからローミング番号
を引出す操作がＮＰＨＬＲによって発動されて、ユーザの実際のローミング番号を取得し
、そして、それがＧＭＳＣＡへＳＲＩ　ＡＣＫメッセージで返送され；ユーザが存在しな
い場合、ユーザが現在加入するネットワークは、ＮＰＨＬＲによってＮＰＤＢの内部イン
タフェース経由で決定され、そして回送番号（ＲＮ＋ＭＳＩＳＤＮ）が、ＧＭＳＣＡへＳ
ＲＩ　ＡＣＫメッセージでローミング番号として返送される。ＮＰＨＬＲからＮＰＤＢへ
発動される問合せがＮＰＨＬＲの内部インタフェースとＮＰＤＢ経由で行われ、それはＧ
ＭＳＣに対してトランスペアレントである。ＮＰＤＢ＋内のＮＰＤＢモジュールとＮＰＨ
ＬＲモジュールとの間のインタフェースでは、ローミング番号受信後にＮＰＨＬＲは、Ｎ
ＰＤＢの問合せを発動する機能を要求し、ＮＰＤＢモジュールは、問合せに応答する機能
を要求する。ＮＰＨＬＲモジュールまたはＮＰＤＢモジュールのもう一つの機能は、１つ
の単一ＨＬＲまたは単一ＮＰＤＢの機能と同じである。
【００３０】
６／７．通話は、ＮＰＤＢ＋によって返送されたローミング番号／回送番号に基づき、Ｇ
ＭＳＣＡによってＶＭＳＣＢ／ＧＭＳＣＢへ回送されてもよい。
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本発明で使用される略語の定義は以下の通りである：
ＭＮＰ(Mobile Number Portability)：移動体番号ポータビリティ
ＭＮＰ＿ＳＴＰ(MNP Signaling Transfer Point)：ＭＮＰ信号転送点
ＤＮ(Directory Number)：ディレクトリ番号
ＲＮ(Routing Number)：回送番号
ＭＳＩＤＳＮ(Mobile Station ISDN Number)：移動体ステーションＩＳＤＮ番号
ＭＳＣ(Mobile Station Center)：移動体ステーションセンター
ＶＭＳＣ(The Visited MSC)：訪問先ＭＳＣ
ＧＭＳＣ(Gateway MSC)：ゲートウエイＭＳＣ
ＨＬＲ(Home Location Register)：ホーム位置レジスタ
ＩＤＰ(Initial Detection Point)：当初検出点
ＮＰＤＢ(Number Portability Data Base)：番号ポータビリティデータベース
ＮＰＨＬＲ(Number Portability HLR)：番号ポータビリティＨＬＲ
ＳＲＩ(Send Routing Information)：回送情報を送れ
ＰＲＮ(Provide Roaming Number)：ローミング番号を供給せよ
ＮＰｉｎ(Number Portability in)：番号ポータビリティ・イン
ＮＰｏｕｔ(Number Portability out)：番号ポータビリティ・アウト
上記の説明および図面からして当該技術に通常に精通するものにとって言うまでもなく、
図示および説明された特定の実施の形態は例証だけを目的とするものであり、本発明の範
囲を限定することを意図するものではない。本発明は、その精神または本質的特性から逸
脱することなく、他の特定の形態に具現化できることは、当該技術に通常に精通する者は
分かるであろう。特定の実施の形態の詳細に対する言及は、発明の範囲を限定することを
意図してはいない。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の原理に従って、ホームネットワークのディレクトリ番号を第２
ネットワークへ伝達するＮＰアウト・ユーザを、ホームネットワークのユーザが呼出す一
方法の操作のフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の原理に従って、第２ネットワークのディレクトリ番号をホーム
ネットワークへ伝達するＮＰイン・ユーザを、ホームネットワークのユーザが呼出す一方
法の操作のフローチャートである。
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